
 

（２）その他報告（議決を要しないもの） 

 

報告番号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 提出月日 

報 告 

第 ２ 号 

地方自治法第１８０条の

規定による市長専決処分

の報告について 

○1件 100万円以内の損害賠償額の決定 

 人権部       1件    12,584円 

 農政部       1件   110,000円 

 土木部       2件    93,639円 

 公園緑地部     1件   28,018円 

 中区役所      1件   77,000円 

 警防部       1件   63,690円 

  

○目的の価額が 500万円以下の債権に係る訴えの提起、

市営住宅の使用料支払い及び明け渡しに係る訴えの

提起 6件 

○議会の議決を経て締結した工事または製造の請負契

約に係る契約金額 1割以内の変更契約の締結 1件 

２ 月 １ ０ 日 

報 告 

第 ３ 号 

本市の出資に係る法人の

令和５年度事業計画及び

予算の提出について 

公益財団法人 堺市産業振興センター 

公益財団法人 堺市公園協会 

公益財団法人 堺市救急医療事業団 

公益財団法人 堺市文化振興財団 

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団 

株式会社 さかい新事業創造センター 

２ 月 １ ０ 日 

報 告 

第 ４ 号 

地方自治法第１８０条の

規定による市長専決処分

の報告について 

○1件 100万円以内の損害賠償額の決定 

 学校教育部     1件   784,456円 
２ 月 １ ０ 日 



 

報告番号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 提出月日 

報 告 

第 ６ 号 

地方自治法第１８０条の

規定による市長専決処分

の報告について 

○1件 100万円以内の損害賠償額の決定 

 歴史遺産活用部博物館        

1件    18,500円 

 健康部       1件   117,315円 

 住宅部       1件   287,084円 

 土木部       2件   26,538円 

 公園緑地部     1件   90,871円 

 学校教育部    138件  3,039,600円 

 学校管理部・学校教育部  354件  3,487,249円 

 学校管理部     34件  1,078,021円 

 地域教育支援部    1件   874,560円 

学校管理部      1件   262,545円 

 

○目的の価額が 500万円以下の債権に係る訴えの提起、

市営住宅の使用料支払い及び明け渡しに係る訴えの

提起 3件 

５ 月 １ ９ 日 

報 告 

第 ７ 号 

地方自治法第１８０条の

規定による市長専決処分

の報告について 

○1件 100万円以内の損害賠償額の決定 

 土木部       1件    38,940円 

 警防部       1件     7,200円 

６ 月 ２ １ 日 

報 告 

第 ８ 号 

令和４年度堺市水道事業

会計の建設改良費予算繰

越の報告について 

繰 越 額：1,940,000,000円 ６ 月 ２ １ 日 

報 告 

第 ９ 号 

令和４年度堺市下水道事

業会計の建設改良費予算

繰越の報告について 

繰 越 額：6,523,115,000円 ６ 月 ２ １ 日 

報 告 

第１０号 

令和４年度堺市一般会計

の繰越明許費に係る繰越

計算書の提出について 

限 度 額：8,510,000,000円 

 

繰 越 額：7,479,806,000円 

６ 月 ２ １ 日 

報 告 

第１１号 

令和４年度堺市一般会計

の事故繰越しに係る繰越

計算書の提出について 

繰 越 額：7,463,500円 ６ 月 ２ １ 日 



 

報告番号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 提出月日 

報 告 

第１２号 

令和４年度健全化判断比

率の報告について 

実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率 非算

定 

実質公債費比率  6.0％ 

８ 月 ２ ２ 日 

報 告 

第１３号 

令和４年度資金不足比率

の報告について 
公営企業における資金不足比率 非算定 ８ 月 ２ ２ 日 

報 告 

第１４号 

本市の出資に係る法人の

決算について 

公益財団法人 堺市産業振興センター 

公益財団法人 堺市公園協会 

公益財団法人 堺市救急医療事業団 

公益財団法人 堺市文化振興財団 

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団 

株式会社 さかい新事業創造センター 

８ 月 ２ ２ 日 

報 告 

第１６号 

地方自治法第１８０条の

規定による市長専決処分

の報告について 

○1件 100万円以内の損害賠償額の決定 

 農政部       1件     49,830円 

 土木部       4件    895,540円 

 公園緑地部     3件    118,250円 

警防部        1件    83,547円 

○目的の価額が 500万円以下の債権に係る訴えの提起、

市営住宅の使用料支払い及び明け渡しに係る訴えの

提起 3件 

○議会の議決を経て締結した工事または製造の請負契

約に係る契約金額 1割以内の変更契約の締結 5件 

８ 月 ２ ２ 日 

報 告 

第１７号 

地方独立行政法人堺市立

病院機構令和４年度の業

務実績に関する評価結果

の報告について 

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会の意見

を踏まえ、地方独立行政法人堺市立病院機構の令和 4年度

の業務実績に関する評価を行った結果について、地方独立

行政法人法第28条第5項の規定に基づき議会に報告するも

の 

８ 月 ２ ２ 日 

報 告 

第１８号 

地方独立行政法人堺市立

病院機構中期目標期間の

業務実績に関する見込評

価結果の報告について 

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会の意見

を踏まえ、地方独立行政法人堺市立病院機構の中期目標期

間の業務実績に関する見込評価を行った結果について、地

方独立行政法人法第28条第5項の規定に基づき議会に報告

するもの 

８ 月 ２ ２ 日 



 

報告番号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 提出月日 

報 告 

第１９号 

令和４年度堺市内部統制

評価報告書の提出につい

て 

本市における内部統制の整備状況及び運用状況につい

て、地方自治法第 150条第 4項の規定による評価を行い、

同項の規定に基づき作成した報告書について、同条第６項

の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会に提出する

もの 

８ 月 ２ ２ 日 

報 告 

第２４号 

地方自治法第１８０条の

規定による市長専決処分

の報告について 

○1件 100万円以内の損害賠償額の決定 

 環境事業部クリーンセンター 2件 138,601円 

 健康部       1件     213,950円 

 農政部       2件   1,083,500円 

 土木部       7件    856,514円 

 公園緑地部     6件    846,995円 

○目的の価額が 500万円以下の債権に係る訴えの提起、

和解及び調停並びに市営住宅の使用料支払い及び明

渡しに係る訴えの提起 2件 

○議会の議決を経て締結した工事または製造の請負契

約に係る契約金額 1割以内の変更契約の締結 4件 

１１月２８日 

 


